
給与勧告の手順人事委員会では，民間事業所の従業員の給与と県職員の給与を調査し，・月例給については，民間事業所の従業員と県職員の４月分の給与を精密に比較し，得られた較差を解消することを基本に，・特別給については，民間の特別給（ボーナス）の過去１年間の支給
割合と県職員の特別給（期末・勤勉手当）の年間支給月数を合わせることを基本に，国や他の地方公共団体の動向等を勘案して，勧告を行っています。県内民間給与の調査（職種別民間給与実態調査）企業規模
50
人以上，かつ，事業所規模
50
人以上の県内事業所のうちから実地に調査する事業所を無作為抽出県職員給与の調査（職員給与実態調査）単純労務職員，企業職員等を除く全職員を対象・給与改定状況・雇用調整等の状況ボーナス〈前年
8
月～当年
7
月〉民間と県職員のボーナスの年間支給月数を比較情勢適応の原則（民間準拠）給料表，手当の改定内容を決定人事委員会勧告県議会知事条例案提出・人事院勧告・他の都道府県等の動向・生計費（勧告の取扱い決定）（給与条例の改正）従業員別調査事業所別調査民間


